
令和４年度 第２回天竜区協議会 

次 第 

日時：令和４年５月 26 日（木） 

午後２時 00 分から 

会場：天竜区役所 21･22 会議室 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 区長あいさつ 

４ 議 事 

（１）協議事項 

ア 令和３年度天竜区地域力向上事業 

「市民提案による住みよい地域づくり助成事業」の事後評価について 

【資料１】 

イ 令和４年度天竜区地域力向上事業 

「市民提案による住みよい地域づくり助成事業」の提案について 

 【資料２】 

（２）その他 

地域課題 

５ その他 

次回開催予定 

     日時 令和４年６月 22 日（水）午後２時 

     会場 天竜区役所 21･22 会議室 

６ 閉 会 





 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 
令和３年度天竜区地域力向上事業「市民提案による住みよい地域づくり

助成事業」の事後評価について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

地域力向上事業は、市民協働の理念のもと地域課題の解決

により地域力を向上し、住みよい地域社会を実現するため、

市民等の提案に基づき実施している。 

令和３年度の地域力向上事業「市民提案による住みよい地

域づくり助成事業」は以下の通り。 

提案件数 実施件数 補助額

助成事業 ３件 ３件 735 千円

対象の区協議会 天竜区協議会 

内  容 

前年度の地域力向上事業が全て完了した際は、浜松市地域

力向上事業実施要綱第１０条に基づき、天竜区行政推進会議

と天竜区協議会で事後評価を行うこととされている。 

天竜区行政推進会議における評価が完了したため、天竜区

協議会において評価を実施するもの。 

（詳細は別紙のとおり。） 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

協議後、事業実施内容や評価結果等を区のホームページで

公表する。 

担当課 天竜区区振興課 担当者 大石 訓康 電話 922-0013 

【資料１】
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令和３年度　天竜区地域力向上事業事後評価一覧表

事業内容

事業費
（円）

補助額
（円）

区
ら
し
さ

達
成
度

必
要
性

費
用
対
効
果

区行政推進会議の評価コメント

１　藤ノ瀬ホタル公園にて公園及び周辺水路の清掃、草刈、カワニナ
     の放流
     実施日：5/16(日)　20名参加、7/4(日)　20名参加、
                 9/5(日)　17名参加11/21(日)　18名参加

２　気田小ウォークラリーにて環境教育
     実施日：5/18(火)　参加者：生徒65名、先生10名

３　気田小学校４年生にホタルの幼虫を観察用に貸出（2/10～18）

４　藤ノ瀬ホタル公園にて気田小4年生によるホタルの幼虫(100匹)の
     放流
     実施日：2/25(金)　参加者：15名

５　藤ノ瀬ホタル公園にてホタルの幼虫(300匹) とカワニナの放流
     実施日：2/27(日)　参加者：16名

202,054 80,000 B A A A
昨年度から継続し、参加者の増加から事業の魅力度がうかがえます。引
き続き地域や小学校と連携し、地域コミュニティの活性化を図り、この事
業により地域に関わりを持つ人が増加していくことを期待します。

１　放課後児童会等の無い佐久間地区に放課後子供教室が開設され
　　た。

２　入会世帯数13世帯、入会児童数18名。令和３年度活動日数70日、
     延べ利用児童数842名。

３　地区内にはお互いの家が遠い児童も多く、これまで放課後等に友達
　　同士で遊ぶことが難しかった児童の交流時間が増加し、また異年齢
　　児童との交流時間の増加により、子供同士の絆が強化される等、児
　　童の育成に寄与した。

４　児童数減少のため一人で下校する児童もいるが、放課後子供教室
　　の活動日には集団で下校でき、児童の安全確保に寄与した。

５　上記３、４の理由等から、放課後子供教室開設やスタッフの日々の
　　活動に対し、保護者から感謝の声も多く、非常に好評を得ており、
　　活動日数の増加を希望する保護者の声もある。

974,000 487,000 B A A A
利用児童数、保護者の声からも、この事業の必要性がうかがえます。安
全・安心に子育てできる地域づくりとして事業が継続されることを期待し
ます。

春野町ホタルの里活性
化事業

はるの・気田ホ
タル実行委員会

佐久間っ子クラ
ブ

佐久間放課後子供教室

№

提案者

2

1

事業名
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令和３年度　天竜区地域力向上事業事後評価一覧表

事業内容

事業費
（円）

補助額
（円）

区
ら
し
さ

達
成
度

必
要
性

費
用
対
効
果

区行政推進会議の評価コメント

№

提案者事業名

「浜松市やらまいか大使」田辺一邑氏を講談師とする独演会を開催
　(1)日時 　　　令和４年３月20日（日）午後２時～
　(2)会場 　　　熊ふれあいセンター（熊愛館）
　(3)参加者　  70名（奥三河・南信州からの招待・来賓含む）
　(4)演目等　  田辺一邑「信康の最期」
　　　　　　　　　　　　      「高山彦九郎　秋葉街道を行く」

477,350 168,000 A A B A
秋葉古道を題材とし、熊地域の歴史を学ぶきっかけづくりとなった事業と
評価します。また、三遠南信地域の交流に寄与しており、この事業により
地域に関わりを持つ人が増加していくことを期待します。

秋葉古道の歴
史と自然を愛す
る会

秋葉古道の魅力を伝え
る講談「田辺一邑 独演
会 at くんま」

3
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評価のポイント（助成事業） 

※評価 Ａ：高い Ｂ：ふつう Ｃ：低い

1) 天竜区らしさ 

事業の実施にあたり、天竜区固有の人材、資源などを活かせたか。より発展、強化

させることに繋がったか。

2) 事業目的の達成度 

提案時点で掲げた目的をどの程度達成したか。

3) 財政支援の必要性 

市が補助金を支出して支援を行う必要性（財政面で市の支援を必要とする事業であ

るかどうか） 

4） 費用対効果 

   事業実施により得られる効果と、かかる経費のバランスは適切か。
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浜松市地域力向上事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民協働の手法により住みよい地域社会を実現するため、市が実施又は支援

する区の特性を活かした事業や課題を解決する「地域力向上事業」について、必要な事項を定め

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において「団体」とは、以下の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとす

る。 

(1) ３人以上で構成されること。 

(2) 市内に住所を有する又は市内で活動する法人その他グループであること。 

(3) 市税の未納がないこと。 

(4) 納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者

として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由があること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体を除く。 

(1) 政治・宗教を目的とする団体 

(2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第６号に規定する暴力団員又は同号に規

定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。）及び暴力団員等と密接な関係

を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しくは監

査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）となっている法人その他の団体 

(3) その他公序良俗に反する団体 

（対象事業） 

第３条 この要綱において地域力向上事業とは、次の各号のいずれかに該当する公益性のある事業

をいう。 

(1) 地域コミュニティづくりに関する事業 

(2) 安全安心な地域づくりに関する事業 

(3) 生活改善及び生活環境の向上に関する事業 

(4) 文化・スポーツ・生涯学習の振興に関する事業 

(5) 健康・福祉の向上に関する事業 

(6) 地域の特性を活かしたまちづくり事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは事業の対象としない。 

(1)政治、宗教、選挙活動又は営利を目的とする事業 

(2) 公序良俗に反するおそれがあると認められる事業 

(3) 国、県、他の地方公共団体又は浜松市の他の補助金等の支援を受ける事業 

(4) 国、県、他の地方公共団体又は浜松市の外郭団体から別に補助金等の公的支援を受ける事業

(5) 施設整備など後年度に維持管理経費が生じる事業 

（事業区分） 

第４条 この要綱において、地域力向上事業の実施に係る形態区分は、次のとおりとする。 

(1) 市民提案による住みよい地域づくり助成事業（以下「助成事業」という。） 

団体の提案に基づき、市が公益上の必要を認め、団体が主体的に取り組む事業に対し市から

補助金を交付することで、効果が期待できる事業 

 (2) 区民活動・文化振興事業 

地域の活性化や文化振興のため、市民協働の観点を取り入れて実施する事業 

(3) 区課題解決事業 
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区内の課題を解決するため、市民協働の観点を取り入れて実施する事業 

（事業期間） 

第５条 地域力向上事業の事業期間は、単年度とする。 

（事業の提案等） 

第６条 助成事業の提案をしようとする団体（以下「提案団体」という。）は、市長が定める期限

までに次に掲げる書類を提出するものとする。なお、原則として１つの提案は１区のみに可能と

する。 

(1) 事業提案書（第１号様式） 

(2) 収支予算書（第２号様式） 

(3) 団体の概要書（第３号様式） 

(4) 市税納付・納入確認同意書（第４号様式） 

(5) 市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書の写し又は市民税・県民税特別徴収未実施理由書

（第５号様式）（補助金申請者が給与所得者を雇用する事業者の場合） 

２ 区は、区民活動・文化振興事業、区課題解決事業を立案するにあたり、区民等からの提案やア

イデアを参考に、市民協働の手法により事業化するよう努めるものとする。 

（候補事業の検討） 

第７条 前条第１項の規定に基づいて提案された助成事業は、浜松市区における総合行政の推進に

関する規則（平成１９年浜松市規則第３３号）第８条に規定する区行政推進会議において、審議

するものとする。 

２ 区行政推進会議においては、提案された助成事業を前項の規定により審議するに当たり、必要

に応じて提案団体から事業内容の聴取を行うものとする。 

３ 前２項の審議は別表１の基準に基づき行うものとする。 

 （実施予定事業の決定） 

第８条 市長は、助成事業の採択に当たっては、浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例（平

成１８年浜松市条例第７８号）第４条に規定する区協議会に意見を求め、その意見を踏まえて実

施予定助成事業を決定し、提案団体には選考結果通知書（第６号様式）により通知するものとす

る。 

２ 区民活動・文化振興事業、区課題解決事業は、区協議会に意見を求め、その意見を踏まえて実

施するものとする。 

（事業の実施） 

第９条 前条の規定により決定された地域力向上事業は、次に定めるところにより行うものとする。 

(1) 助成事業は、浜松市補助金交付規則（昭和５５年浜松市規則第１７号）及び浜松市市民提案

による住みよい地域づくり助成事業費補助金交付要綱（令和２年１２月１４日施行）に基づき

行う。 

(2) 区民活動・文化振興事業、区課題解決事業は、市長の定めるところにより行う。 

（事後評価） 

第１０条 市長は、実施した助成事業が終了したときは、区行政推進会議及び区協議会で評価を行

う。 

２ 前項の評価は別表２の基準に基づき行うものとする。 

（中間評価） 

第１１条 市長は、採択した事業について中間評価を実施することができる。なお、評価方法は前

条に規定する事後評価に準じるものとする。 

２ 継続事業について、当該事業実施年度の前年度に中間評価を実施した場合、評価結果を採択時

に斟酌するものとする。 
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（公表） 

第１２条 市長は、実施した地域力向上事業の事業概要及び第１０条に規定する事後評価結果を区

ホームページ等で公表するものとする。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

（検討） 

２ 市長は、この要綱の施行後３年以内において、この要綱の施行の状況について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

３ がんばる地域応援事業要綱は、平成２２年３月３１日限り、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

（検討） 

２ 市長は、この要綱の施行後３年以内において、この要綱の施行の状況について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

（検討） 

２ 市長は、この要綱の施行後３年以内において、この要綱の施行の状況について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年１２月１４日から施行する。 

（検討） 

２ 市長は、この要綱の施行後３年以内において、この要綱の施行の状況について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年１２月１４日から施行する。 

（検討） 

２ 市長は、この要綱の施行後３年以内において、この要綱の施行の状況について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年１２月１４日から施行する。 
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別表１（第７条関係） 

※「効果・公益性」の項目については、行政推進会議での評価の平均が３点以上であることを採択

の目安とする。 

※ 基準の運用についての詳細は各区において定めることとする。 

別表２（第１０条関係） 

項 目 
ランク 

Ａ Ｂ Ｃ 

1) ○区らしさ 高い 普通 低い 

2) 事業目的の達成度 高い 普通 低い 

3) 財政支援の必要性 高い 普通 低い 

4)費用対効果 高い 普通 低い 

審査指標 
点           数 

低い やや低い 普通 やや高い 高い 

１ 
独自性 

（行政施策に同じような事業はないか。） 
１    ２     ３     ４    ５ 

２ 

○区らしさ 

（区固有の人材、資源等を活かしているか。より

発展・強化させることに繋がるか。） 

１    ２     ３     ４    ５ 

３ 
効果・公益性 

（住みよい地域づくりに寄与できるか。） 
１    ２     ３     ４    ５ 

４ 
財政支援の必要性 

（行政が補助すべき事業か。） 
１    ２     ３     ４    ５ 

５ 

費用対効果 

（事業内容、期待できる効果から、妥当な事業

費といえるか。） 

１    ２     ３     ４    ５ 
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 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 
令和４年度天竜区地域力向上事業「市民提案による住みよい地域づくり

助成事業」の提案について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

地域力向上事業は、多様な主体が対等な立場に立ち、相互に

活躍する取組を通じて住みよい地域社会を実現するため、区民

の参加と協働により区の特性を活かした事業や課題を解決す

る事業。 

○市民提案による住みよい地域づくり助成事業

団体の提案に基づき、市が公益上の必要を認め、団体が主体

的に取り組む事業に対し市から補助金を交付することで、効果

が期待できる事業。

対象の区協議会 天竜区協議会 

内  容 

広報はままつ、市公式ホームページなどで広く募集している

「令和４年度地域力向上事業市民提案による住みよい地域づ

くり助成事業」に、１件の応募があった。 

これについて、行政推進会議の審査を経て、採用候補事業と

した。 

この事業について、天竜区協議会のご意見を伺うもの。 

提案数        １件 

採用候補とした事業  １件 

備 考 
（答申・協議結果を得

たい時期、今後の予定

など） 

区協議会の意見を参考に、後日、区長が採用可否を決定。 

担当課 区振興課 担当者 大石 訓康 電話 922-0013 
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令和４年度 地域力向上事業

市民提案による住みよい地域づくり助成事業

（追加募集分）

事 業 提 案 書 

令和４年５月 26 日

天 竜 区 協 議 会
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令和４年度 地域力向上事業 

「市民提案による住みよい地域づくり助成事業」 

№

事業名 
提案者 

（担当課） 

区分 

補助率 

概算事業費 

（円） 

交付希望額

（円） 

事業の目的 事業の概要 

行政推進会議意見（実施要綱の該当要件） 採用の可否 補助限度額（円） 

１

天竜の文化歴史を伝える交流ま

ちづくり事業

鹿島田代家

交流振興会

（まちづくり

推進課）

新規 

50％以内 
631,100 315,000

 河川や道路の要衝として繁栄した地域の文化・歴

史やその魅力を再認識するとともに、広く市内外に

情報発信して交流振興によるまちづくりに寄与す

る。

１．明治時代の郷土の先覚者「田代秋江とゆか

りの人々展」の開催

 日時：10 月 2 日（日）～12月 4日（日） 

    （土日祝開催）

 会場：鹿島船頭宿

２．天竜中心市街地の文化・歴史の魅力を調査

再確認し、情報冊子『壬生の郷探訪物語』

（B5判 40 ページ）の発行

【実施要綱第３条（４）、（６）に該当】 

１．事業提案団体は、歴史的価値の高い筏問屋田代

家の維持管理・運営を地域の協力を得ながら実

施しており、実績も十分である。 

２．企画展開催や情報冊子の発行は、地域の歴史や

文化的価値を見直し、地域への誇りや愛着、親

しみを高めるきっかけづくりとなることが期待

される。 

採用が適当である 315,000
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＠957＝478,500



-16-



-17-



-18-



-19-



-20-



-21-


